
(金沢市開催)
東京税務セミナー東京税務セミナー

募集案内募集案内

～対応力を磨く2日間～

令和８年
５月21日㊍
　　22日㊎

全国の自治体税務職員様向け研修

協力：石川県都市税務協議会
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東京税務協会
https://www.zeikyo.or.jp/pages/26/
03-3228-7996 東京税務協会

https://www.zeikyo.or.jp/pages/26/
03-3228-7996

ITビジネスプラザ武蔵

5月21日㊍10:00-17:00
5月22日㊎09:00-16:00
各コース2日間

日　　時：

受 講 料

申込方法： 当協会Webサイトからお申込みください

会　　場：

　※各コース2日間　1名様分
17,600円（税込）

金沢市武蔵町14番31号
（JR金沢駅から徒歩10分）

：

会場案内図

「金沢エムザ」
スタジオ通り

下堤町側エレベータで
4-6階へ

※各コース定員30名　コース内容は変更になる場合がございます。

課税・徴収部門共通滞納整理部門 固定資産税部門

　固定資産税の概要：所有者
課税の原則、納税義務者の相
続に伴う課税事務、連帯納税
義務、非課税などについて、
裁判例等を交えながら講義・
演習を行う

　地方税法総則の主要事項か
ら課税と徴収双方に関わる共
通テーマを取り上げ、実務で
両者間に生じる見解相違の原
因を考え相互理解を深める

　納税交渉や滞納整理に求め
られる各種調査から差押に至
る滞納整理の基礎的な知識・
手法を学び、円滑な滞納整理
事務処理能力を習得する 

（対象：主に経験１年未満） （対象：主に経験１年以上）（対象：主に経験１年以上）

事例検討
コースコース

基　礎 課　税
コース

講義とグループワークを併用し、理論と実践の双方から理解を深める！

（対象：主に経験１年以上）
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03-3228-7996 東京税務協会
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受講生の声
実務上での課題について学びを得られた
根拠となる法令や判例とともに講義を受けることができて、
とても理解しやすかった

自治体ごとの対応の違いを事例を交えて聞くことができ良かった
講師の実体験にもとづいた実務に即した内容の講義がよかった

講師の説明が非常にわかりやすかった
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申込について
当協会Webサイトの専用ページから申込フォームをダウンロードのうえお申込みください。
　東京税務協会➡研修➡東京税務セミナー➡金沢市開催

滞納整理部門

基礎コース

滞納整理に必要な基礎知識と手法を体系的に
学び、ケーススタディで実践力を磨きます。
円滑な事務処理を実現する力を自分のものに。

滞納整理に必要な基礎知識と手法を体系的に
学び、ケーススタディで実践力を磨きます。
円滑な事務処理を実現する力を自分のものに。

吉原　敏夫　講師

東京都の管理職として都税事務所、
区の税務課長を歴任。現在は東京税
務協会講師として「効率的な滞納整
理の理論と実践」分野で活躍中

「滞納整理の基礎から差押まで。実務力を強化！」「滞納整理の基礎から差押まで。実務力を強化！」

固定資産税部門

課税コース

所有者課税の原則、相続に伴う課税事務、連帯納
税、非課税規定など重要論点を裁判例等で学び、
演習で実務対応力を磨く。

所有者課税の原則、相続に伴う課税事務、連帯納
税、非課税規定など重要論点を裁判例等で学び、
演習で実務対応力を磨く。市役所固定資産税課・税制課を経て

東京税務協会講師として活躍中。
税政、法律に精通し、課税実務に関
する著書も執筆　

海老原　洋　講師

「固定資産税の仕組みがよく分かる！」「固定資産税の仕組みがよく分かる！」

斎藤　博史　講師

課税・徴収部門共通

事例検討コース
「地方税法総則の主要事項を掘下げて検討！」 「地方税法総則の主要事項を掘下げて検討！」 

現役時代のほぼ全てを東京都主税
局にて奉職。滞納整理の第一人者
として全国に名を馳せる。現在は
東京税務協会講師として活躍中

テーマ：「相続による納税の継承」・「書類の送達・公示送達」テーマ：「相続による納税の継承」・「書類の送達・公示送達」

課題への新たなる挑戦！

相続人不存在案件や公示送達のデジタル化への対応も含め実務
上の課題や問題点を掘下げて検討、税務実務のレベルアップを
目指す。また課税部門と徴収部門の間における見解等の分かれ
る問題についても意見交換を行いその着地点を探る。

相続人不存在案件や公示送達のデジタル化への対応も含め実務
上の課題や問題点を掘下げて検討、税務実務のレベルアップを
目指す。また課税部門と徴収部門の間における見解等の分かれ
る問題についても意見交換を行いその着地点を探る。

気になる講義の詳細はWebサイトで順次公開！

　（申込手続きについての詳細はWebサイト内の「申込手続等について」をご覧ください）

https://www.zeikyo.or.jp/r7_seminar_nagano/

